
②小山市立体育館 令和４年度 優先利用・申込規約（追加案内） 

 当体育館では、下記の利用・申込規約に同意いただける方のみ、優先利用の受付をいたします。 

                   記 

1.申込大会日数は、１団体最大２日間(２件)を限度とします。 

また、すべての曜日が申し込めるとは限りません。あらかじめご了承ください。 

例 1：4月〇日(～大会)、７月〇日(～大会) 計２件 

例 2：5月 1日(土)【前日準備】～5月 2日(日)【大会】 計２件 

 ※土日祝日での大会開催(前日準備含む)は、1曜日につき１件として取り扱います。 

2.優先申込対象団体及び利用内容について以下の条件とします。 

  メインアリーナ、サブアリーナでスポーツ行事及び学校及び幼稚園等の 

  運動会等の行事で使用する。 

①県南体育館優先利用の申込ができなかった団体 

②小山市民を対象とした大会（在勤、在学は可） 

③学校及び幼稚園等（運動会等の行事に限る。なお練習は対象外とする） 

④小山市内で活動をしているチームをメインに参加対象としている場合 

⑤小山市体育協会に登録している団体 

⑥その他、指定管理者が適当と判断する場合 

  ※大会要項、パンフレットなどを申込用紙に添付してください。(前年度分でも可) 

    ※練習試合は大会として認めません。(教室等含む) 

    ※予備日及び雨天時のみ利用などの申込は受付しません。 

3.同じ大会等を複数の団体での申込はできません。 

4.新型コロナウイルス感染症等により、休館及び利用条件が変更となる場合がございます。 

5.優先申込時に許可した大会以外の内容での大会の開催はできません。 

大会使用枠の譲渡及び大会終了後に参加チーム以外への練習会場としての提供は禁止します。 

条例により、「使用権の譲渡、転貸が禁止」されており、申込者以外の団体による大会が 

行われた場合は、翌年以降の優先申込をお断りしますので、予めご了承ください。 

※小山市立体育館の設置及び管理に関する条例第 6条「目的外使用及び権利譲渡の禁止」 

 



6.申込用紙への記入方法について 

① 申込用紙に記入漏れがあった場合、大会の開催ができなくなることがあります。 

② 大会の開催時間帯については、以下に限らせていただきます。 

(1)９時～２１時、(２)９時～１７時、(３)９時～１２時、(４)１３時～２１時 

※前日準備で、大会の前日の夜間区分を使用される方は、備考欄にご記入ください。 

  ただし、土日祝日での大会開催(前日準備含む)は、1曜日につき１件として取り扱います。 

※９時前の開場をされる場合は、あらかじめ打ち合わせ時にお申し出ください。 

7.大会参加者が少なく、当体育館では大会と認めないと判断した場合は申込をお断りする場合が 

  ございます。 

8.大会主催者は、大会開催１か月前までに利用許可申請及び利用料金の納入を行ってください。 

 また大会開催要項を持参し、大会の企画運営については詳細な打ち合わせを行ってください。 

9.以下の場合、翌年度以降優先申込をお断りさせていただく場合がございます。 

・１か月前までに利用許可申請及び利用料金の納入を行っていただけない場合 

・大会主催者及び参加者が、別添の「大会開催のご注意」・体育館スタッフの注意などに 

応じていただけない場合 

・大会決定後のキャンセル（日程、時間帯、利用場所）の申し出をされた場合 

・小山市立体育館優先利用・申込規約に記載されている項目を守られなかった場合 

10.小山市立体育館の備品や利用できる種目など事前にご確認いただき、お申込みください。 

                   

                  令和４年２月２０日 

指定管理者 思川ＰＦＩパートナーズ株式会社 


